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審　査　決　定　報　告　書  
産業消防委員会　  

　令和７年第１回水戸市議会定例会において当委員会に付託されました議案第

２ 号 ほ か ５ 件 の 審 査 の 経 過 並 び に 結 果 に つ い て ， 水 戸 市 議 会 会 議 規 則 第  
１０１条の規定に基づき報告します。  
　これらの案件については，３月１３，１４，１７日に委員会を開催し，慎重

に審査を行いました。その結果は，下記のとおりであります。  
　以下，審査の概要を申し上げますと，  
１　議案第２号　茨城消防救急無線・指令センター運営協議会を組織する構成  

団体の数の増加及び茨城消防救急無線・指令センター運営協  
議会規約の変更について  

　本案は，日立市及び稲敷地方広域市町村圏事務組合の協議会への加入に伴う

規約の変更について，議会の議決を求めるものであり，構成団体数の増加に伴

う協議会負担金の変更等について，種々質疑応答を重ねました。  
この後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定いた

しました。  
２　議案第２１号　水戸市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条  

例の一部を改正する条例  
　本案は，国の政令の改正に伴い，消防団員が３５年以上勤務した場合の退職

報償金区分を新設するため，関係規定の整備を行うものであり，消防団の現状

について，退職報償金の支給区分適用の考え方について，種々質疑応答を重ね

ました。このうち委員から，「本区分の新設により，消防団員の活動のモチベ

ーションの一つとなるよう周知に努められたい」等の意見が出されました。  
　この後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定いた

しました。  
３　議案第２５号　令和７年度水戸市一般会計予算中第１表中歳出中第５款

（労働費），第６款（農林水産業費），第７款（商工費），

第９款（消防費）及び第１１款（災害復旧費）中産業消防

委員会所管分並びに第３表債務負担行為中産業消防委員会

所管分  
　本案について，第６款農林水産業費では，農業担い手支援に係る補助金の積

算根拠について，多面的機能維持事業の取組状況について，畜産業費の増額要

因について，地積調査費及び水田農業対策費の事業内容について，林業振興費

における病害虫対策に要する費用について，種々質疑応答を重ねました。この

うち委員から，「農業担い手事業については，ニーズをしっかりと見極め，十
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分な周知に努められたい」，「経営所得安定対策事業については，農家に寄り

添った施策となるよう，農業現場の声をしっかりと国に届けられたい」，「地

産地消の取組に係るＰＲを推進し，農産物のブランド化の確立に努められたい」

等の意見が出されました。  
第７款商工費では，中小企業振興支援事業の活用状況について，ＭｉｔｏｒｉＯ

周辺にぎわいづくり事業及び企業立地促進事業の事業内容について，観光費の

減額要因について，ナイトツーリズムの推進支援に要する事業費の積算根拠に

ついて，インバウンドの充実に係る予算の計上について，種々質疑応答を重ね

ました。このうち委員から，「企業立地の促進は，雇用，税収，消費などの分

野に大きな影響を与えることから，地域経済の活性化に向けた戦略的な取組を

推進されたい」，「イベント等の開催に当たっては，にぎわいを確実に地域経

済の活性化につなげられるような取組を展開されたい」，「日本遺産である弘

道館などの資源を有効活用し，全庁横断的にインバウンドの推進に努められた

い」，「商業・観光振興に係る支援事業は，対象となる事業者が確実に利用で

きるよう，周知の徹底と丁寧な対応に努められたい」等の意見が出されました。 
　第９款消防費では，水上オートバイの効果的な活用について，自家用給油所

整備事業のスケジュールについて，消防団詰所の防犯対策について，種々質疑

応答を重ねました。このうち委員から，「消防車両等の消防機械について，適

切な時期に導入及び更新を行うとともに，消防力の向上に資する適正な配置と

運用に努められたい」等の意見が出されました。  
　この後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定いた

しました。  
　以上のほか，議案第２７号　令和７年度水戸市公設地方卸売市場事業会計予

算，議案第４０号　令和６年度水戸市一般会計補正予算（第７号）中第１表中  
歳出中第５款（労働費），第６款（農林水産業費），第７款（商工費）及び第

９款（消防費）並びに第３表債務負担行為補正中産業消防委員会所管分並びに

第５表繰越明許費補正中第６款（農林水産業費）及び第９款（消防費），議案

第４２号　令和６年度水戸市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第１号）に

ついても，種々質疑応答を重ねた後，採決の結果，いずれも全会一致をもって，

原案を可決すべきものと決定いたしました。 

記  
議案第２号，議案第２１号，議案第２５号中第１表中歳出中第５款，第６款，

第７款，第９款及び第１１款中産業消防委員会所管分並びに第３表債務負担行

為中産業消防委員会所管分，議案第２７号，議案第４０号中第１表中歳出中第

５款，第６款，第７款及び第９款並びに第３表債務負担行為補正中産業消防委
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員会所管分並びに第５表繰越明許費補正中第６款及び第９款，議案第４２号  
　以上，原案を認める。  
 
　上記のとおり報告する。  
 
　　　令和７年３月１９日  
 
　　水戸市議会議長　　大　津　亮　一　様  
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業消防委員会　　　　　　　  

委員長　　鈴　木　宣　子　　


